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8　団体交渉に関する条項

　労働組合の目的は、組合員の労働条件の維持改善を図ることですから、その
ためには使用者と交渉していかなければなりません。
　労働組合法は、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者が、使用者
又はその団体と団体交渉をする権限を有すること、及び使用者がその雇用する
労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なく拒むことが出来ないこと
を定めています（労働組合法第 6 条、第 7 条第 2 号）。しかし、団体交渉につ
いての具体的な交渉手続は、すべて労使の自主的な決定に委ねられています。
そこで、当事者が秩序ある団体交渉を行うためには、労働協約にこのような団
体交渉に関する事項を設けることが望ましいでしょう。
　具体的には、団体交渉開始手続に関するもの、交渉日時・場所に関するもの、
交渉委員に関するもの、会議の開催運営に関するもの、組合員の労働条件等の
交渉対象事項に関するものがあります。

（1） 交渉委員
　団体交渉は一定のルールに従い、誠実に行う必要があります。そのためには、
一定の交渉委員を選んでその委員を通して交渉し、双方の合意が成り立つよう
お互いに努力していきます。傍聴者についても定めておいた方がよいでしょう。
交渉委員は当事者が自主的に選びますが、人数は会社の規模等を勘案して定め
てください。
　団体交渉にあたっては、交渉を第三者に委任したり、上部団体の役員に出席
してもらうことも可能です。使用者も交渉を他に委任することができますが、
決定権限のない者をいつも交渉に出席させ形ばかりの交渉を続けることは許さ
れません（不誠実団交）。
　当事者間で、ある特定の労働組合を、従業員を代表する唯一の交渉相手とし
て認め、他の団体を交渉相手としない旨を合意した協約条項を、唯一交渉団体
条項といいます。
　ある企業に事実上労働組合が 1 つしか存在しない場合は、唯一交渉団体条項
はその現状を確認する意味を有するといえますが、労働組合が 2 つ以上あるよ
うな場合には、それぞれの労働組合が団体交渉権限を有するため、使用者は唯
一団体交渉条項を理由に他の労働組合との団体交渉を拒否することは認められ
ません。
　また､ ｢組合員以外の者に交渉権限を委任しない」「団体交渉は労働組合の



49第 2 部　個別編　−労働協約主要条項についての説明及び規定例−

代表者が行い第三者への交渉委任は行わない」という交渉権限委任禁止条項は、
当該労働組合が自由意思で締結している限り､ この条項に反する団体交渉の申
入れについては使用者に団体交渉拒否の正当な理由があると解されています。
　しかし、当該労働組合が加入している上部の労働組合は、固有の団体交渉権
を保有していることから、その上部の労働組合が固有の団体交渉権に基づいて
団体交渉を申し出た場合には、使用者はこれを拒否することはできません。

規定例（1）

○　団体交渉の交渉委員は、会社及び組合が任意に選出して事前にそ
れぞれ相手方に通知する。

　　交渉の途中において変更するときも同様とする。

規定例（2）

○　団体交渉の委員は､ 会社､ 組合各々○名以内とし、別に 2 名以内
の書記を置く。

１　会社の交渉委員は、代表取締役を含む会社役員及び係長相当以上、
また事業所の交渉委員は、事業所長及び係長相当以上の役職とする。

２　組合の交渉委員は、中央執行委員長又は中央副執行委員長を含む
組合役員とし、また支部の交渉委員は、前記役員又は支部長あるい
は副支部長を含む組合役員とする。

（2） 交渉事項
　団体交渉の対象となる事項は、労働組合法では特に定められていませんが、
組合員の労働条件の維持改善に必要な限り、すべての事項に及びます。
　一般的には賃金、労働時間、休日、休暇等組合員の労働条件に関する事項や、
ショップ制、団体交渉手続など労使関係に関する事項が団体交渉の対象となり
ます。また、使用者の経営方針や役員の人事といった事項は、原則として使用
者が団体交渉応諾義務を負う交渉事項にはなりませんが、組合員の労働条件に
影響を及ぼす場合には交渉事項となり得ます。団体交渉事項の内容について具
体的に条項化することによって、団体交渉事項が明確になりますが、団体交渉
事項として列挙されなかった事項についても、苦情処理手続を利用するとか、
特定の事項については事前に労使協議手続を経ることとするというように、そ
の解決手続を条項上明確にしておくことが望ましいでしょう。
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規定例（1）

○ 団体交渉の対象となる事項は、組合員の労働条件及びこれに関する一
切の事項とする。

規定例（2）

○　団体交渉において取扱う事項は、次のとおりとする。
１　労働協約の制定改廃に関する事項
２　労働協約の疑義解釈に関する事項
３　労働協約に定めのない労働条件の基準
４　会社、組合間の諸関係に関する事項

（3） 交渉手続及び方式
　団体交渉の開催にあたっては、あらかじめ開催を通知し、交渉事項、日時、
場所等を可能な限り書面で申し入れるようにします。実態調査からみますと、
ほとんどのところで何らかの取決めをしており、そのうち半数以上があらかじ
め開催を通知して交渉を行っています。

規定例（1）

○　△△会社及び○○組合は、そのいずれか一方から団体交渉の申入
れを受けたときは、これに応じなければならない。団体交渉の申入
れにあたっては、その交渉事項を書面に記載し代表者が記名押印の
うえ相手方に提出しなければならない。

規定例（2）

○　団体交渉の手続は次の各号による。
１　団体交渉の申入れは、その都度文書をもって、○日前に議題、

日時、場所を相手方に通告して行う。ただし、緊急の場合はこの
限りでない。

２　団体交渉の運営及び手続については、双方協議してその都度決
定する。

３　△△会社・○○組合は、各々書記を置き、議事録を作成し、双
方の代表委員が押印して、各 1 通保管する。
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４　団体交渉での合意事項は、書面 2 通を作成し、双方の代表委員
が押印の上、△△会社・○○組合各 1 通保管する。

５　団体交渉は、原則として社内公開で行い、傍聴を認める。ただ
し、傍聴者の人数についてはその都度会社・組合で協議する。

規定例（3）

○　△△会社及び○○組合は、当事者のいずれか一方により団体交渉
開催の申入れがあった場合は、正当な理由なくこれを拒むことはで
きない。交渉に際しては、双方誠意と秩序をもって解決にあたるよ
う努力する。

○　交渉委員は、会社及び組合とも原則として各○名以内とする。
２　交渉委員は、原則として会社側は役員、組合側は執行委員とする。

○　団体交渉には原則として傍聴者の出席を認め、その内容を組合員
に公表するものとする。
２　傍聴者は会社および組合とも各○名以内とする。ただし、関係各

部の事務担当及び交渉委員を除く執行委員は傍聴者の数に含む。
３　△△会社・○○組合双方が特に必要と認めた場合は、非公開とす

ることがある。

（協定書及び議事録の作成）

○　団体交渉において、交渉事項について合意をみたときは、協定書
　及び議事録を作成して、双方の代表者が記名押印しなければならない。
　　協定書及び議事録は、2 通作成して会社及び組合がそれぞれ各 1

通保管する。

（事前協議の基本事項）

○　会社は、合併、会社分割、事業の譲渡、解散、事業場の縮小及び
長期休業、操業短縮、機構改革など組合員の労働条件に影響を及ぼ
す事項については、組合と事前に協議する。


